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1 は じ め に

近年,水稲作を申心に機械 施設の過剰投資が問題になっ

ている。特に最近は,機械 施設の高性能・大型化の進行

に対して,機械の能力に見合った作業規模の確保が伴わな

いため,経営費に占める機械償却費が増加し,所得の低下

が問題になっている。

このため,青森県における農業機械普及の実態をふまえ ,

個別経営での稲作機械装備と収益性について調査 した。そ

の結果,機械の高性能・大型化を図る場合の作業規模拡大

の重要性について知見を得たので報告する。

2 青森県における主要農機具導入の特徴

主要農機具について,全国 東北との対比で '80セ ンサ

ス及び57年主要農業機械出荷台数調査 (農水省)を分析検

討 した結果は次のとおりである。

100戸 当たりの トラクター所有台数は,全国・東北に比

べ青森では72台と少ないが,乗用型 トラクターにllHっ た場

合,青森の所有台数は42台 と多い。また,水稲専用機は東

北に比べ所有台数は少ないが ,ほぼ全国水準並である。

次に,水稲専用機の普及状況の変化を50年対比55年でみ

ると,日植機は全国 東北の約28倍 に対 し,青森は58

倍に増加している。また,自脱型コンバインは全国・東北

の約29倍 に対 し,青森では46倍になっており,全国・

東北に比べ機械化の進行が急速である。

更に主要農機具の導入割合を作業能力別にみると,乗用

型 トラクターの40馬力以上の導入割合は全国・東北の
'～

8%に対し,青森は18%と倍以上であり,日植機 。自脱型

コンバインも同様に,よ り高性能な機械の導入割合が高い。

このように,青森では機械の急速な普及過程の中で,よ り

高性能な機械導入への指向が顕著にみられ,こ のこと力颯

械償却費の増大をもたらしていると考えられる。

3 機械装備と収益性

以上のような主要農機具の導入状況をふまえ,県内の水

稲作地帯の代表として稲垣村C集落,及び水稲プラス肉用

牛の複合地帯の代表として十和田市F集落の 2地区を対象

に,ア ンケー ト調査・抽出農家 (17戸 )の実態調査を実施

し,現状の機種能力別導入に基づいた機航装備の組合せを

設定し,その経済性について検討した。

(1機械装備の組合せと経済性

農家の実態調査に基づいた実行可能な機械装備の組合せ

(2ル規模・ 8通 り,4滋・36通 り,6″  24通 り,8滋
6通 り)を ,規模別に最大・最小及び中間的装備に分類・

整理 し,その収益性をみたのが表 1である。

2″規模で①と③の組合せを比較した場合,経営当たり

の耕起 代かき 田植 収穫作業に要する労働日数は,①

の7日 に対 し③では 5日 で 2日 の規籠になる。また,10′

たりの機械償却費は①の 4万円に対 し③では62万 円で2

2万円増加する。同様に,4″規模の④ と⑥では労働 日数

表 : 稲作経営 (規模別 )における機械装備の違いと収益性 (単位 :千円 )

粗収益は収量 60019
/10aで 180,160円
とした。

その他機械の償却費
は主要機械の20%と
した。

経営費〈機械償却費
を除く )は実態調査
をもとに 39,430「レ

規模 考備

①

②

2″

4滋
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7日 短縮 償却費は27万円の増加, 6滋 規模の⑦と③で

は労働日数 5日短縮 償却費は13万 円の増加 , 8カ 規́模

の⑩と⑫では労働日数 3日 短縮 償却費は03万 円の増加

となる。このような機械装備の組合せと10α 当たり機械償

却費の関係をみたのが図 1である。

0)高性能な機械の導入と経済性

農家が,現行より大型 高性能な機械を導入する場合 ,

現行の単位当たり所得を維持するためには,導入によって

軽減される労働負担 労働日数などの利活用が重要となる。

この対応を,稲作々業規模拡大で対応することとし,表 1

の機械装備における必要作業規模を試算した結界は次のと

おりである。

現行の作業規模が 2滋の場合,①の装備農家が①の装備

に移行するには,現行の16倍である32滋 の作業規模が

必要となる。同様に,現行 471aで④の装備から⑤への移行

で24倍 ,現行 6滋の⑦か ら⑨へは18倍 ,現行 8滋の⑩

から⑫へは12倍の作業規模が必要となる。

このように,よ り大型 高性能な機械の導入と単位当た

り所得の維持とが両立するために作業規模の拡大が必要に

なるが,その割合は,現行の 2及び6ル規模では 2戸程度 ,

4滋規模では3戸程度の共同利用で可能であり,8滋規模

では14物程度の作業受託で可能である。

4 む  す  び

青森県の農業機械導入の実態をお、まえ,県内の代表的な

営農類型である2地区の農家の実態調査を実施し,中型機

械化体系における機械装備の違いと収益性の関係 ,よ り大

型 高性能な機械を導入する場合の収益性について検討し

た結果,次のことが解明された。

①設定された機械装備の組合せでは,総体として規模が

大きい程経済的に有利であるが ,特に 6～ 7滋前後力靖 利

な作業規模である。

②同一経営規模での機械の大型 高性能化は,機械償却

費の増加になる。しか し,労働の軽減と作業日数の短縮が

実現されるため,こ の部分の利活用により償却費の節減は

可能である。

③より大型 高性能な機械の導入に必要な作業規模は ,

労 予作業規模26みαで 2戸 ,4滋では 3戸程度の共同利用 ,

8″α規模では作業受託程度で達成できる。

また,最近の稲作経営の収益性低下を考慮し,よ り経済

性を発揮させるためには,作業の受委託 共同利用 生産

の組織化などの推進を図り,よ リー層の作業規模拡大が重

要である。

2345678
経 営 規 模 (lla)

1)乾燥機は ,コ ンバインの能力に合わせ ,2条では30

石 ,3条では45石 ,4条では40 20石の装備とした。
2)そ の他機械の償却費は主要機械償却費の20%と

した。
3)十

場ぁ場醤01験な, トラクタ40P S,日植機
乗用 8条 ,コ ンバイン 4条の体系で, ド限は, ト

えふ粂撃月21電駐警籍l亀立融¬贔あ途論
の償却費となる。

図 : 体系別機械償却費 (10a当た り)

上限の線は,農家の実態調査から得られた最大の機戯装

備の体系であり,調麿農家はこれ以上の機械への投資を行っ

ていないことを示す。34～ 3677a規 模層で規模の割合に

高性能な機械の導入がみられる。下限の線は,農家の実態・

機械の能力などを考慮し機械の償却費を試算 したもので42

滋 64滋 72滋規模で高性能な機械への移行がみ られ

る。この結果 ,上下の線の間の斜線部分に調査対象農家の

機械装備の実態 (償却費)が含まれることになる。

この図から,現行の機械装備の組合せは,全体として規

模拡大により単位面積当たり機械償却費は低 下する傾向に

あるが,4～ 8カα規模 ,特に 6～ 7みα前後が経済的に有利

な作業規模となっている。しかし,同一規模で機械の大型

化 高性能化を実施 (下限の線から上限の線へ移行)す る

と,機械償却費は増加 し,一方では労働の軽減と作業日数

の短縮が実現される。

10`当 たり所得 10万 円の償却費水準

-318-


